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教 育 経 済 委 員 会 会 議 録 

 

１．日 時 平成２８年１１月２９日（火曜日） 

 午後１時３５分～午後２時８分 

２．場 所 委員会室 

３．出席委員  秋 枝 秀 稔 委 員 長 杉 山 武 志 副委員長 

              徳 並 伍 朗 委 員 秋 山 哲 朗 委 員 

              下 井 克 己 委 員 岩 本 明 央 委 員 

       岡 山  隆 委 員 荒 山 光 広 議 長 

４．欠席委員 な し 

５．出席した事務局職員 

 綿 谷 敦 朗 議会事務局長 大 塚  享 議会事務局係長 

６．説明のため出席した者の職氏名  

 篠 田 洋 司 副 市 長  岡 崎 堅 次 教 育 長 

 奥 田 源 良 総合観光部長  金 子  彰 教育委員会事務局長 

 末 岡 竜 夫 教育委員会事務局次長  安 永 一 男 観光総務課長 

 繁 田  誠 観光振興課長  千 々 松 雅 幸 教育総務課長 

  

７．会議の次第は次のとおりである。 
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    午後１時３５分開会 

○委員長（秋枝秀稔君） ただいまより、教育経済委員会を開会いたします。 

  本日の本会議におきまして、本委員会に付託されました市長提出議案２７件のうち、

議案第９７号及び議案第１４２号の２件につきまして、審査いたしますので、御協力

をよろしくお願いいたします。 

  最初に、議案第９７号平成２８年度美祢市観光事業特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。 

  執行部より、説明を求めます。安永観光総務課長。 

○観光総務課長（安永一男君） それでは、議案第９７号平成２８年度美祢市観光事業

特別会計補正予算（第１号）の御説明をいたします。 

  このたびの補正は、人事院勧告に伴う俸給表の改定及び勤勉手当率の改定に伴うも

の、また平成２８年度の人事異動等に伴う人件費の調整を行うものであります。 

  では、内容について御説明をいたします。補正予算書、９７―８、９７―９ページ

をお開きください。 

  １款観光総務費・１項総務管理費・１目一般管理費におきましては、１７３万５，

０００円を減額するものでございます。 

  次に、１款観光総務費・２項業務管理費・３目養鱒場業務費におきましては、９万

５，０００円を減額するものでございます。 

  最後に、２款観光振興費・１項振興管理費・１目一般管理費におきましては、

２４６万９，０００円を増額するものでございます。 

  以上の人件費補正額の合計額は６３万９，０００円の増額となります。 

  次のページの９７―１０、９７―１１をお開きください。 

  先ほどの人件費補正額６３万９，０００円を４款予備費を減額補正して調整するも

のであります。 

  説明は、以上であります。 

○委員長（秋枝秀稔君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（秋枝秀稔君） 質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（秋枝秀稔君） それでは、これより議案第９７号を採決いたします。本案に

ついて、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔｢異議なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（秋枝秀稔君） 全員異議なしと認めます。よって、議案第９７号は原案のと

おり可決されました。 

  次に、議案第１４２号美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工事の請負契約の

締結についてを議題といたします。 

  本件につきましては、秋山委員は、美祢市議会委員会条例第１７号の規定に該当し、

除斥されますので退出を求めます。 

    〔秋山哲朗君 退出〕 

○委員長（秋枝秀稔君） それでは、執行部より説明を求めます。千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） それでは、議案第１４２号について御説明申し上げ

ます。 

  議案書の１４２―１ページ、参考資料の９１ページになります。 

  議案第１４２号は、美祢市立秋芳桂花小学校建設（建築主体）工事の請負契約の締

結についてであります。 

  平成３０年４月に嘉万小学校と別府小学校が統合し、誕生する秋芳桂花小学校の校

舎について、旧秋芳北中学校の校舎を解体し、そこに、平成２８年度から２カ年の継

続事業として、一部鉄筋コンクリート造ではありますが、温もりのある木造の校舎を

新しく建築するものであります。 

  校舎の内訳としましては、普通教室６室、支援教室１室、音楽室、図工室といった

特別教室が５室、校長室、職員室、保健室、会議室、多目的スペース、児童クラブ、

地域コミュニティスペース、交流センター等で、延床面積は、２，９５８.７１平方

メートル、建築面積は３，００２.０７平方メートルであります。 

  これについて、去る１０月２４日に入札を執行した結果、美祢市立秋芳桂花小学校

建設（建築主体）工事、秋山建設・大和建設・美祢工務店・小田工務店特定建設工事

共同企業体が５億５，０９４万５，８００円で落札したところであります。失礼いた

しました。５８０円で落札したところであります。 

  つきましては、工事請負契約を締結することについて地方自治法第９６条第１項第

５号の規定により、市議会の議決を求めるものであります。 



- 4 - 

  なお、工期につきましては、本契約を成立させる旨の意思表示をした日の翌日から

平成３０年１月１０日までであります。 

  以上でございます。 

○委員長（秋枝秀稔君） 説明が終わりました。本案に対する質疑はございませんか。

徳並委員。 

○委員（徳並伍朗君） 契約の方法ということで条件付き一般競争入札ということです

が、２位とは、２番札とはどれくらい差があったんですか。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 徳並委員の御質問にお答えいたしたいと思いま

す。入札に関しましては、総務部監理課のほうで対応いたしております。それで詳し

くは申し上げられませんけれども、今入札結果につきましてはですね、公表のほうは

してないようでございますので、２番札というのはお教えできないということになっ

ておるようです。違いますか。（発言する者あり） 

○委員長（秋枝秀稔君） 暫時休憩いたします。 

    午後１時４４分休憩 

 

    午後１時５５分再開 

○委員長（秋枝秀稔君） それでは、休憩を閉じ、質疑を再開いたします。（｢委員

長。」と呼ぶ者あり）金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 休憩前に私が申し上げた御答弁に訂正をさせて

いただければと思います。私のほうが憶測でものを言いまして大変申し訳ございませ

んでした。入札結果につきましては、ホームページ等で公表されております。 

  御質問の２番札でございますが、金額が消費税抜きで５億４，８９０万円でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（秋枝秀稔君） よろしいですか。それでは、その他質疑ございませんか。は

い。下井委員。 

○委員（下井克己君） すみません。この学校建築に係る補助率ですか。何％か教えて

いただけますか。 

○委員長（秋枝秀稔君） 千々松教育総務課長。 
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○教育総務課長（千々松雅幸君） 下井委員の学校建設に係る補助事業の補助率につて

でありますが、基本的には１００分の５５を見込んでおります。 

  以上でございます。 

○委員長（秋枝秀稔君） そのほか、質疑ございません（発言する者あり）……下井委

員。 

○委員（下井克己君） 内訳の中の地域コミュニティスペース、それと交流センターっ

てありますが、どのような使われ方を考えておられるのか、教えていただければと思

います。 

○委員長（秋枝秀稔君） 千々松教育総務課長。 

○教育総務課長（千々松雅幸君） 下井委員の御質問にお答えいたします。地域交流セ

ンターにつきましては、地域の皆さんがいつ来られてもいいように、専用のスペース

を設けている、専用の部屋を設けているところであります。そして地域コミュニティ

スペースというのは玄関入ってホール奥の広いところでございますので、そこでは、

子供たちにしてみれば、一斉下校の集会をするとかいうこともありますし、地域の方

を呼んで、そこで例えば、マーチングをするとか演劇をするとかそういった場所とし

て活用できるものというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（秋枝秀稔君） よろしいですか。そのほか、質疑ございませんか。岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） 今回、一般競争入札で大抵、一般競争入札で行われることが多

いんですけど、今回、さっき落札額は２番手とどれだけ差があるかというのも説明が

ありました。それでですね、今回この一般競争入札に参入した企業は何社あったのか

この辺についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 入札に参加した業者につきましては、２共同企

業体でございます。 

  以上です。 

○委員長（秋枝秀稔君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） わかりました。大体いつもの形ではあるとは思っております。 

  それで、今回ですね、学校の美祢市立秋吉桂花小学校の建設工事費ということであ

って、今回これにですね、例えば、中身の例えば、電気工事。これらについては、こ
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れは別途の入札があるんであって、これには含まれてないと、こういう考え方でよろ

しいのでしょうか。これについてお尋ねします。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 岡山委員の御質問にお答えします。今回議案と

して、提出しておりますのが建築主体ということで、あと別に電気設備と機械設備の

２つの契約がございます。 

  以上です。 

○委員長（秋枝秀稔君） 岡山委員。 

○委員（岡山 隆君） わかりました。なかなか、そういった面においては監理課のほ

うがよく、詳しいとは思いますけれども、それで今後は当然、機械装置の設置など電

気工事、これは今後、また一般競争入札で行われるという形でみていいわけですね。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） 今の機械設備と電気設備工事につきましては既

にもう入札のほうが終わっておりまして、業者のほうも決定しております。 

  以上でございます。（発言する者あり）この契約ですか。これには入っておりませ

ん。別契約でございます。 

○委員長（秋枝秀稔君） よろしいですか。その他質疑ございませんか。杉山委員。 

○委員（杉山武志君） お尋ねします。今の、さきほどの２番手の方との差が３，

８００万、約４，０００万近い。予定価格からしてもですね、随分低い金額での入札

となっておりますけれども、これで建物が建てられるんでしょうか。建てられるとす

ればですね。予定価格が甘かったのかという考えにもなりますし、あと追加でですね、

追加工事等が発生して一般財政の懐が痛むということがあってはなりませんので、そ

の辺をちょっと御確認したいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） この入札価格、もし低いとかいう話しであれば

ですね、当然監理課のほうが、その金額をもって施工が可能かどうかっていう部分を

きちんと調査した上で落札者に決定をするということでございますので、この金額で

落札ということで監理課が判断いたしましたので、適正に工事のほうは施工されると

いうことで考えております。 

  以上です。 
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○委員長（秋枝秀稔君） 杉山委員。 

○委員（杉山武志君） 今、こちらの場にはいらっしゃらないんですけど、この工事費

でできるとなれば、予定価格は一体なんなのかっていう問題にもつながっていきます

し、まあ我々は安いに越したことはないです。安いに越したことはないですけど、安

全で授業が受けられる建物を建ててもらわないといけませんので、まして追加工事、

追加工事で支出がふえてもらっても困ります。その辺のですね、きちんとしたところ

を思いを持って施工に当たっていただけたらなと思いますけど、この入札に関しては

同席してらっしゃらないということですから、また別にその辺は個々、お伝えしたい

と思います。ありがとうございました。 

○委員長（秋枝秀稔君） はい、岩本委員。 

○委員（岩本明央君） さきほどの答弁の中にですね。電気設備の工事とそれから機械

設備の工事、これはもう入札が済んでるという答弁でしたね。これは、あれですか、

この議会にかけられた覚えがあるかいね。おかしな話しかいね。これはどういうふう

な手順でやるんですか。きょうこれ、本体工事がきょう初めて上がってきましたよね。

建築主体工事が。で、ちょっと話しが合わないというか、僕らのような常識不足の人

間には理解できないんですが、これどういう手順であれなんですか。 

○委員長（秋枝秀稔君） 金子教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（金子 彰君） この議案をまず、上程する基準といたしまして

地方自治法第９６条第１項第５号の規定になりますけれども、条例で定める契約を締

結することということになっております。その条例で定めることっていうのがですね。

契約金額が１億５，０００万円を超える工事について議会のほうにお諮りをして御議

決をいただくということになっております。したがいまして、機械、電気につきまし

てはその１億５，０００万円を超えない契約であるということで議会の方には上程を

しておりません。 

  以上でございます。 

○委員長（秋枝秀稔君） その他質疑ございませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（秋枝秀稔君） 質疑なしと認めます。それでは、本案に対する御意見はござ

いませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（秋枝秀稔君） それでは、これより議案第１４２号を採決いたします。 

  本案について、原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（秋枝秀稔君） 全員異議なしと認めます。よって、議案第１４２号は原案の

とおり可決されました。ここで、秋山委員の復席を求めます。 

    〔秋山哲朗君 復席〕 

○委員長（秋枝秀稔君） 以上をもちまして、本会議で本委員会に付託されました議案

２７件のうち、議案２件につきましての審査を終了いたしました。その他所管事項に

ついて、委員の皆様から何かございましたら御発言をお願いいたします。 

  ないようでしたら、これにて本委員会を閉会いたします。御審査、御協力、誠にあ

りがとうございました。お疲れでございました。 

    午後２時８分閉会 

    癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    上会議の顛末を記載し、相違ないことを証するためここに署名する。 

 

       平成２８年１１月２９日 

 

            教育経済委員長 


